
沖縄市テニス協会会則 
 

第１条 （名称） 

本会は、「沖縄市テニス協会」と称する。 

第２条 （事務所） 

本会の事務所は別に定める。 

第３条 （目的） 

本会は、テニスを通じて会員の親睦を深めること並びに会員のテニス技術・

体力の向上及び健康の維持増進を図ることを目的とする。併せて、テニス及

びその他の活動等を通じて、沖縄市の活性化に寄与することを目的とする。 

第４条 （上部団体への加盟及び近隣団体との連携） 

本会は、沖縄県テニス協会に加盟するものとする。 

2 本会は、沖縄県内の各市町村テニス協会及び沖縄市体育協会と連携するも

のとする。 

第５条 （事業） 

本会は、第３条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（１） 会員の親睦向上に関すること。 

（２） テニス大会。 

（３） テニス講習会等テニスの普及、競技力及び体力・健康の向上に関する

こと。 

（４） 他団体との交流に関すること。 

（５） その他テニスに関する活動並びに本会及び沖縄市の発展に関すること。 

第６条 （会員） 

本会は、次の会員で構成する。 

（１） 沖縄市内に住所、本籍又は職場を有する者。 

（２） 沖縄市内のテニスクラブの会員である者。 

（３） 本会の活動に参加する者。 

（４） その他会長が特に認めたもの。 

第７条 （入会、退会） 

本会に入会を希望する者は、別に定める手続きにより申し込むものとする。

退会する場合は、その旨を本会事務局に届け出るものとする。 

第８条 （会費） 

本会会員は、下記の会費を納入する。既納の会費は返還しない。 

原則、会員になった日から 2 年間１，０００円 

第９条 （会計年度） 

本会の会計年度は、４月１日に始まり３月３１日に終わるものとする。 

第１０条 （役員等） 

本会に次の役員を置く。また、役員は兼務できるものとする。 

（１） 会長（１名） 

 



（２） 副会長（若干名） 

（３） 監事（若干名） 

（４） 常任理事（若干名） 

（５） 理事（若干名） 

（６） 事務局長（１名） 

（７） 会計係（若干名） 

（８） 顧問（必要に応じて選任する。若干名） 

2 会の円滑な運営のため、事務局長補佐（若干名）を置くことができる。事

務局長補佐は事務局長が指名する。 

第１１条 （役員の任期） 

役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

第１２条 （役員の選任等） 

役員は理事会で推薦し、総会で承認する。 

2 理事を除く役員は、原則として、沖縄市に住所又は本籍を有する者とする。

ただし、会長が特に必要と認める場合は、その限りではない。 

第１３条 （役員の職務等） 

（１） 会長は本会を代表し、会務を総括する。また、総会、全体理事会及び

常任理事会（全体理事会及び常任理事会を「理事会」という。）を開

催し、その議長となり理事会で決定された事項を処理する。 

（２） 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

（３） 監事は、本会の業務及び会計を監督する。また、総会及び理事会に出

席して意見を述べることができる。 

（４） 常任理事は理事会に出席し、本会の目的達成に必要な職務を遂行する。 

（５） 理事は全体理事会に出席するとともに本会の活動に協力する。また、

常任理事会に出席して意見を述べることができる。 

（６） 事務局長は、本会の運営に必要な事務全般を統括する。 

（７） 会計係は、本会の会計を統括する。 

第１４条 （総会の開催） 

総会は、本会会員で構成する。 

２ 総会は、会長が招集し、その議長となる。 

３ 定期総会は年 1 回とし、会計年度終了後速やかに開催する。 

４ 会長が必要と認めた時、又は理事の二分の一以上から要請があるときは、

臨時総会を開催しなければならない。 

第１５条 （総会の決議） 

総会の議決は、出席者の過半数の賛成により決定する。可否同数の場合は議

長（会長）がこれを決定する。 

第１６条 （総会の承認事項） 

次の事項は、総会で承認されなければならない。 

（１） 収支決算及び事業報告 

（２） 予算及び事業計画 

（３） 役員の選任及び承認に関すること。 

 



（４） 会則の変更に関すること。 

（５） その他本会の活動に係る重要事項 

第１７条 （全体理事会） 

全体理事会は、第１８条に定める常任理事会の構成員及び理事をもって組織

する。 

２ 全体理事会は会長が招集し、その議長となる。 

３ 全体理事会の議決は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は

議長が決定する。 

４ 総会で討議する議案等本会の運営上極めて重要な事項は、予め全体理事会

に諮らなければならない。 

第１８条 （常任理事会） 

常任理事会は、会長、副会長、常任理事、事務局長、会計係及び事務局長補

佐をもって組織する。 

２ 常任理事会は会長が召集し、その議長となる。 

３ 常任理事会は、構成員の過半数の出席により成立し、決議は出席者の過半

数をもって決定する。出席することができない構成員は委任状を提出するこ

とができる。 

４ 可否同数の場合は議長がこれを決定する。 

５ 本会の活動に関する事項のうち運営上速やかに処理する必要のある事項は、

常任理事会で討議し、結論を得るものとする。 

第１９条 （委員会） 

本会に委員会を置くことができる。委員会の設置については、常任理事会で

討議し、会長が設置する。 

第２０条 （収入） 

本会の経費は、会費、寄付金、補助金及びその他の収入をもってこれに充て

る。 

第２１条 （連絡） 

本会の活動に関する連絡は、主にホームページを利用する。また、必要に応

じて電子メールや電話等を利用する。 

第２２条 （雑則及び） 

その他本会の活動に必要な事項は、理事会で別に定める。 

 

附則 

本会則は、設立日（平成２４年４月２２日）より施行する。 

 

附則 

役員選任後２年を経過した場合、次の総会が開催されるまでの間役員の任期は延

長されるものとする。 

 

 



 

附則 

本会則は、平成２６年４月１２日より施行する。 


